
時期 取組

１０月

・生徒指導・総合育成支援委員会にて、きまりの見直し
の内容検討
・見直し案骨子の作成

１１月・１２月
・児童会（企画委員会）にて意見集約
・代表委員会にて各クラスへ周知、意見の集約

１～３月
・見直し案の作成
・校内周知
・入学説明会で学校のきまりを周知

４月 ・学校ホームページ等に公表（更新）
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